
○１４番（越智克範）（登壇） お

はようございます。自民クラブの越

智克範です。 

 通告に従い質問させていただきま

す。 

 まず、令和７年度の基本姿勢につ

いてです。 

 この基本姿勢とは、市長が示され

た令和７年度の施政方針に記載され

ているものであり、予算編成に先立

ち、新年度の市政運営の方針と公約

実現に向けた決意を示すため、強い

思いで述べられた理念であると考え

ます。 

 特に、令和７年度の基本姿勢とし

ては、スマートシュリンクという言

葉で、変化を恐れず、新たな時代に

適応できる力を備える必要があると

しています。その考えの下、新年度

においては、ひと、もの、かね、し

くみの４つの資源を適正に管理、配

分していくことを意識し、市政運営

に取り組むとしています。 

 前回の予算編成から10か月が経過

し、また新たな年度に向かって、施

政方針を打ち出されることになりま

すが、これまでの事業を振り返っ

て、これら４つの資源に対する取組

の実績と成果を再考することが重要

と考えます。 

 ひと、もの、かね、しくみは、ま

さに市政運営のみならず、企業にお

いても重要な経営指標であり、この

４つの資源の活用により、事業の成

否が分かれると思われます。 

 これまでの市政運営において、各

資源ごとにどのような取組を行い、

どのような成果を上げられたのか、

お伺いします。 

 まず、最重要項目として、ひとに

ついてお伺いします。 

 施政方針には、人づくり、組織づ

くりに重点を置き、専門的知見を有

する外部人材や民間組織との連携を

進めるとあります。 

 これまで市では、平成18年３月

に、柔軟な発想と市民目線を持った

職員を育成するため、人材育成基本

方針を策定し、その後、令和元年７

月の庁議において、人材育成基本方

針の見直しの提案を受け、令和２年

４月に改訂版を作成しています。 

 改訂のポイントは、目指すべき職

員像として、これまでの３Ｃ、チャ

レンジ、コスト、チェンジを新たに

進化させ、特にコストに対する考え

方を含め、行動指針を示したこと、

さらに人材育成のために働きやすい

職場環境づくりを追加したことなど

が挙げられます。また、職場研修、

職員提案制度、さらに人事評価制度

を人事マネジメントの柱に据えるこ

となどが明記されました。 

 このような状況において、まず、

今年度の基本姿勢を受け、ひとに対

する資源の強化に取り組まれた対策

は、具体的にどのような内容か、お

伺いします。その上で、市の人材育

成基本方針をどのように捉え、この

基本方針の改善すべき点、強化すべ

き点をどう考えておられるのか、お

伺いします。 

 一般に企業においては、ＯＪＴや

ＯＦＦ－ＪＴなどを通して、従業員

のスキルや能力の向上を促す取組を

行っていますが、人材育成のために

新居浜市において、今後強化すべき

取組や制度についてどのようにお考

えか、お伺いします。また、このほ

かに、スピード感を持った施策の執

行に資する体制を検討するとありま

したが、具体的に進められている対

策がおありでしょうか。さらに、専

門的知見を有する外部人材や民間組



織との連携を進めるとしていました

が、どのような進展があったのか、

お伺いします。 

 人材の育成は明確な目標設定、主

体性を引き出す環境づくり、適切な

評価とフォローアップが不可欠であ

り、そのためには育成担当者のスキ

ルアップと、さらに体系的な教育制

度が重要と言われています。 

 基本姿勢として取り上げられた、

ひとに関する人材育成について、今

年度の進捗を受け、次年度に向けて

どのような施策を進められようとし

ているのか、お伺いします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。髙橋総務部長。 

○総務部長（髙橋聡）（登壇） 越

智議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

 令和７年度の基本姿勢についてで

ございます。 

 ひとについてお答えいたします。 

 まず、ひとに対する資源の強化に

つきましては、採用が困難になって

いる技術職員の採用試験において、

人材確保のため、初級では履修学科

要件を廃止し、採用後、ＯＪＴで育

成していく方針とするなどの対策に

取り組んでおります。 

 次に、人材育成基本方針につきま

しては、長期総合計画に掲げる将来

都市像の実現のため、必要となる人

材を育成するための方針と捉えてお

ります。 

 改善、強化すべき点につきまして

は、少子化の進展で、ますます困難

になる人材確保策の改善、また、進

展するデジタル化に対応するため、

デジタル人材の育成を強化する必要

があると考えており、今年度末を目

途に、同方針の改定を行ってまいり

ます。 

 次に、人材育成のため、今後強化

すべき取組や制度につきましては、

先ほどの答弁と同様、職員のデジタ

ルに関する知見の底上げが必要であ

ると考えており、現在、具体的な方

法を検討している段階でございま

す。 

 次に、スピード感を持った施策の

執行に資する体制につきましては、

毎年行っている組織機構の見直しに

より、その時点において最も効果的

と考えられる組織となるべく、組織

の統廃合を行い、迅速な意思決定、

円滑な事務執行ができる体制の構築

に努めております。 

 次に、専門的知見を有する外部人

材や民間組織との連携につきまして

は、行政の様々な分野で必要とされ

る専門的な知識や経験が、内部だけ

では充足されにくい場合に、積極的

に行っております。 

 具体的には、令和４年度から市民

環境部に危機管理監として、内閣府

地域防災マネージャーの証明を受け

た方を、また、交通安全、防災に関

する教育指導等の業務に警察官ＯＢ

を任用しているほか、本市が進めて

おりますＩＣＴを活用したまちづく

りの推進事業を達成するため、ソフ

トバンク株式会社と技術支援社員の

派遣協定を締結し、民間のノウハウ

を活用させていただくなど、外部と

の連携について進展がございまし

た。 

 次に、次年度に向けた施策につい

てでございます。 

 自治体職員には、全体の奉仕者と

してふさわしい行動理念を持ち、複

雑化する行政事務に習熟し、あらゆ

る困難を克服しようとする強い意志

が求められています。その人材育成

は簡単ではありませんが、継続する



ことが重要であると考えておりま

す。 

 特に、若手職員の育成を担う係長

級職員を対象とした部下の指導に必

要な各種スキルを学ぶ研修や、新任

管理職を対象とした人事評価の評価

者として、適切な評価と育成方法を

身につけるための人事評価研修な

ど、次世代の育成を目的とした研修

については、さらに力を入れ、継続

して実施してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） 先

ほどの質問で私が特に聞きたかった

のは、今年度、一体何に力を入れた

のか。ひとを最重要項目として挙げ

た施政方針に、今年度、一体何に一

番力を入れたのかを聞きたかったん

ですけど、例年ずっとやってきたこ

とではなくて、例えば、技術職員の

ＯＪＴを始めたと言われましたが、

具体的にどんなふうに始められたの

か、その成果をどう評価しているの

か、それを次年度に向けて、どう展

開していくのか辺りをもう少し具体

的に説明していただけませんか。 

 それともう一つ、私がずっと気に

なっているのは、職員提案制度を新

しく導入されていますけども、この

職員提案制度というのはどのような

実績で、どのような内容の提案が出

ているのか、それに対して、人事的

にどのように評価しているのか、そ

の辺もちょっと聞かせてください。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。髙橋総務部長。 

○総務部長（髙橋聡）（登壇） 越

智議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

 ２点ございました。 

 １点目は、今年できたことについ

て具体的にということと、２点目が

職員提案制度のありようについてと

いうことだったかと思います。 

 １点目の今年どういうことに力を

入れて、どういう成果があったかと

いう点でございますが、先ほども申

しました技術職員の初級の採用に際

しまして、要件を緩和いたしまし

た。そのことによって、従来の土木

技術だけではなくて、機械や電気、

化学などの職種につきまして、専門

学科以外の履修をしている学科出身

者からの応募が実際にございまし

て、そのことによって、要件緩和し

た効果が出始めているのではないか

なと思います。 

 これは今後も継続していくことに

よって、新居浜市ではこういう採用

をしているんだということが徐々に

浸透してくると、さらに効果が出て

くるのではないかなと思っておりま

す。 

 それから、２点目の職員提案制度

についてでございますが、今年度に

ついては、今現在募集中でございま

すので、まだ結果が出ておりません

が、令和６年度につきましては、

48件の提案がございました。 

 提案の内容といたしましては、市

役所の業務に関するものが多く、窓

口業務の改善策であるとか、いわゆ

る事務改善、それから職場環境や勤

務条件に関する改善提案などが多か

ったように思います。 

 提案の後、これらを審査委員会で

審議いたしまして、優秀なものは賞

を与えたりするわけですけども、賞

とは別に、実際にやってみたらいい

じゃないかというものを採択すると

いうふうになっておりまして、令和

６年度の提案につきましては３件を



採択いたしまして、例えば、そのう

ち２件については、職員を対象とす

る研修で、子育て環境に関する課題

の理解を促すためのこどもまんなか

クエストと呼ばれる研修であります

とか、あるいは今現在行っておりま

すが、離職者の再雇用、アルムナイ

という新居浜市職員を一旦辞めた方

を再度募集するというふうな、これ

も採用に関することですけども、そ

ういうものを実際に今年度やるよう

になっております。その辺が成果か

なと思っております。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） ひ

とは事業を進める上で、やっぱり基

本になるものだと考えます。これか

らもひとの育成については、十分力

を入れてやっていただきたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。次はもので

す。 

 ものとは、市が所有する公共施設

であり、令和７年度の基本姿勢に

は、これらの維持管理や更新等の経

費投入においては、中期的かつ多角

的な視点で、真に必要な財産を見極

め、その上で、新文化センターの建

設を含め、次世代に負担を残さぬよ

う再編を検討すると述べられていま

す。まさに、全国の市町村において

人口減少時代の到来、少子高齢化に

伴う人口構造の変化を受けて、公共

施設の在り方は自治体の財政を逼迫

させるほか、活用を間違えると、市

民にとって多大な負担となってしま

います。一般的に、地方自治体が保

有する公共施設の多くは、高度経済

成長期以降に整備された施設が多く

なっており、これらの施設の老朽化

に伴う更新には、自治体にとって多

額の負担を強いられています。 

 一方で、住民生活、ニーズに対応

した公共施設の確保は、安心、安全

で快適な住民生活を確保する観点か

ら、今後も必要性が求められていま

す。このため、新しい考え方として

検討されているのは、公共施設を地

方自治体の貴重な資産として捉え、

新たな公共施設マネジメントとし

て、住民生活や住民福祉の向上に貢

献できるよう、効率的、効果的な管

理方法や体制を構築することであり

ます。 

 このほか、公共施設の統廃合や利

用料金の見直しなども必要であり、

また、住民生活に密接に関わってい

る施設などは、行政内部だけで意思

決定をするのではなく、広く住民や

地域社会の意向、意思を反映するこ

とが重要とされており、住民に対す

る説明責任は何より必要であるとし

ています。 

 このような状況を踏まえ、今年度

のものに対する取組の対応内容につ

いてお伺いします。 

 まず、新市民文化センターについ

て、市民との対話を深め、一定の方

向性を見いだすとしていましたが、

どのような検討がなされ、どのよう

に方針が立てられたのか、市長が提

案しているアリーナとの整合性はど

のようか、また、住民との対話や説

明責任をどのように実施されたの

か、お伺いします。 

 さらに、資金調達方法については

時間をかけて検討されたと思います

が、その検討結果と決定根拠につい

てお示しください。 

 今後のスケジュールを考えると、

決して余裕のある建設工程とは思え

ませんが、いかがでしょうか。 

 一方で、公共施設全般に関してど



のような検討が行われたのか、お伺

いします。 

 これからの本市と地域の発展に貢

献できる公共施設の可能性と保持、

再編を検討するとありましたが、こ

の検討は進んだのか、また、これか

らの検討方針はどのようになってい

るのか、お伺いします。 

 初年度において、公共施設全般に

関し、結果を出すことは難しいとは

考えますが、初年度における成果は

今後の事業の進め方の基本になると

考えます。新居浜市の財政を逼迫さ

せることがないように、しっかりと

道筋を立てることが重要であり、ト

ップとして明確な方針は何より市民

には必要であると考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） もの

についてお答えいたします。 

 まず、市民との対話による検討と

方針、アリーナとの整合性について

でございます。 

 私は市長就任以来、タウンミーテ

ィングやその他様々な場で幅広い世

代の市民の皆様から御意見をお聞き

してまいりました。 

 第六次長期総合計画の中間見直し

におけるアンケート結果におきまし

ても、今後、新居浜市が力を入れる

べき施策として、文化センターの建

て替えが、市長公約について早期に

実現してほしい公約はとして、近隣

にはない文化施設機能を有したアリ

ーナの建設が上位に挙げられてお

り、市民の関心も非常に高いと感じ

ております。 

 これらの結果を踏まえ、文化セン

ターの在り方について現在庁内で検

討を進めており、整備の方針やアリ

ーナとの整合性についてはその中で

整理し、方向性を定めてまいりたい

と考えております。 

 また、住民との対話や説明責任に

つきましても、庁内での検討の進展

に応じて市民や関係者の意見を伺う

機会を設け、市民の皆様と共に進め

てまいります。 

 次に、資金調達方法の検討結果と

決定根拠、今後のスケジュールにつ

いてでございます。 

 資金調達につきましては、新居浜

市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検

討方針及び導入ガイドラインに基づ

き、令和６年度に民間活力導入可能

性調査を実施し、従来手法とＤＢＯ

方式、ＢＴＯ方式との比較検討を行

いました。その結果、ＶＦＭを踏ま

えた総合評価において、民間事業者

の参入がより期待できるＤＢＯ方式

が望ましいとの報告を受けていると

ころでございます。 

 本来であれば、この報告を受け、

庁内で事業手法の決定を行うべきで

はございますが、私自身としては、

この規模の事業を進めるに当たり、

市民の皆様にとって真に有益で、特

に未来を担う子供たちが夢と希望を

持てる施設であるべきとの思いか

ら、さらなる見直しを行っていると

ころでございます。 

 今後のスケジュールにつきまして

は、現施設の使用目標年数が迫って

いる中、余裕のあるものではない状

況ではありますが、財政状況を見極

めながら、改修と新施設建設の両面

から検討を進め、整備の方針につい

ては、早期に市民の皆様にお示しで

きるよう取り組んでまいりたいと考

えております。 

○議長（田窪秀道） 加地企画部

長。 



○企画部長（加地和弘）（登壇） 

公共施設機能の可能性と保持、再編

の検討についてお答えいたします。 

 本市におきましては、将来の町の

規模や財政状況を踏まえ、適正な施

設配置と効率的な運営に向け、新居

浜市公共施設再編計画に基づき、段

階的に施設総量の減少を目指し、公

共施設再編の取組を進めているとこ

ろでございます。 

 また、取組に当たりましては、ま

ちづくりと連携した公共施設の適正

配置、施設保有量の適正化、既存施

設の長寿命化と有効活用、施設の安

全性の確保、公共サービスの適正化

とサービス水準の向上を基本方針と

して推進しているところでございま

す。 

 現在、計画において、廃止等を検

討とした市営住宅などの施設の進捗

管理を行うとともに、公共施設総量

の約35％を占める学校教育施設や保

育園、幼稚園につきまして、計画的

に再編を進めております。 

 また、計画策定から10年目となる

令和９年度には、ＰＤＣＡサイクル

により、実施内容の評価検証を行い

ながら計画の見直しを行うこととし

ております。 

 次に、明確な方針を市民に示す必

要性についてでございます。 

 公共施設の再編は、市民サービス

の維持や将来の財政運営に直結する

重要な課題でありますことから、公

共施設再編基本方針に基づき、目標

達成に向け施設再編を加速していき

たいと考えており、実施に当たりま

しては、市民の皆様に安心していた

だけるよう、その必要性や方向性を

丁寧に説明し、持続可能なまちづく

りの実現に向け、着実に取組を進め

てまいりたいと考えております。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） 公

共施設再編計画というのを市ではつ

くっておられます。今回の文化セン

ターとかアリーナに関して、公共施

設再編計画の中に記載されている事

項との整合性をどのように精査され

たのか、その検討した結果があれば

お示しください。 

 それと、文化センターについて、

昨日の答弁で一定期間使用するとい

うふうなお話がありました。文化セ

ンターは、他市に比べて老朽化し、

設備が古くなっているために演奏家

などの招聘が難しいという状況では

ないかと思われます。少しの間、こ

れを継続して使用するのであれば、

今後の改修計画、費用はどんなふう

に考えられているのか、お伺いしま

す。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。加地企画部長。 

○企画部長（加地和弘）（登壇） 

越智議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 文化センターとアリーナの公共施

設再編計画との整合性についてでご

ざいます。 

 文化センターにつきましては、計

画におきまして、令和２年度、

2020年度までに方針決定ということ

で、令和３年に策定いたしました長

期総合計画におきまして、老朽化し

た市民文化センターに代わる新たな

施設整備に着手しますということで

記載いたしております。 

 現在におきましては、先ほどの答

弁でもありましたが、今年度実施し

た文化センターの建物追加調査の結

果等を踏まえまして、令和10年まで

は施設を使用することとしており、



その後につきましては、今回の診断

結果と財政状況を踏まえ、改修と新

設についての検討を進め、早期に決

定することといたしており、その検

討と公共施設再編計画の見直しの中

で整合性も図ってまいりたいと考え

ております。 

○議長（田窪秀道） 守谷企画部文

化スポーツ局長。 

○企画部文化スポーツ局長（守谷典

隆）（登壇） 越智議員さんの御質

問にお答えいたします。 

 文化センターを一定期間使用する

間の継続の計画であったり、費用の

考え方についてでございます。 

 昨日の答弁にもありましたよう

に、今後３年間は通常の運営といい

ますか、特に改修の計画もなく、通

常の維持管理として必要な経費とか

修繕の計画を立てて、予算化をしな

がら取り組んでまいりたいと、この

ように考えております。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） 文

化センターは、新居浜市の一番いい

文化の施設だと思っています。これ

を、新居浜市の市民が誇れるような

施設として維持管理していきたい。

他市に比べて、演奏回数とか公演回

数が減るのは、市民としては避けた

い。継続使用するなら、新居浜市の

文化生活を上げる意味では、この維

持をしっかりやっていただきたい。

これからもそういう観点で、ひとつ

設備の管理をお願いします。 

 特に箱物は、先ほど言いましたよ

うに、これからの財政を圧迫する要

因です。新しくするなり、更新、修

繕するなりも含めて、今後の市民の

負担にならないように、ひとつ管理

をよろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 かねです。 

 言うまでもなく、かねに関して

は、財政調整基金の計画的な回復を

目指すことが第一義であり、このた

めに、歳入の確保と固定費の削減、

計画的な財政支出に努めて、安定的

な財政基盤を目指して各種事業に取

り組むとしてきました。その道筋は

できたのでしょうか。 

 特に、財源の確保は、例えば徴収

強化などによる歳入の確保、公有財

産の有効活用の推進、ふるさと納税

や財産売却などによる収入源の確保

などが一般的に考えられますが、ど

のような方策を検討されているので

しょうか。 

 具体的な取組として検討されてい

る内容と成果をお伺いします。 

 また、その上で、これらを進める

ための課題などがあればお示しくだ

さい。 

 人口減少が進む中、税収の確保は

今後ますます厳しくなることが想定

されています。また、高齢者の増加

による医療、介護などの社会保障関

係経費の大幅な増加も見込まれてい

ます。本市は住友各社の業績が好調

であることから大きな強みを持って

いますが、今後の歳入の厳しさは待

ったなしの状況であると考えます。 

 市長が施政方針で述べられたよう

に、歳入及び歳出マネジメントの強

化を図り、発展と継続を両立できる

財政構造の構築を進めることが何よ

り重要であると考えます。この取組

の進捗状況はいかがでしょうか。 

 一方で、こども・子育て複合施設

整備事業が、新居浜市立地適正化計

画に基づき、現急患センター周辺敷

地に約20億円の事業費で計画中で

す。事業の必要性は理解できます



が、財政逼迫の折、当初の施政方針

に記載のなかった本事業をなぜ本年

度に進めるのか、精査された内容に

ついてお伺いします。 

 さらに、全庁の財政確保策を進め

ていく上で、庁内における意識の持

ち方も重要と考えます。各部局の取

り組むべき財政確保策の提案や整

理、あるいは総合調整を図るととも

に、推進体制を明確にする必要があ

ると考えますが、いかがでしょう

か。 

 特に、予算編成において精査と圧

縮は必要ではありますが、抑制だけ

でなく、新居浜市の将来を見据えた

財政基盤の確立が必要です。基本姿

勢に述べられたかねに関して、今後

検討すべき対策と道筋についてお伺

いします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） かね

についてお答えいたします。 

 まず、安定的な財政基盤を目指し

て各事業に取り組むための道筋につ

いてでございます。 

 懸案事項である財政調整基金残高

につきましては、令和６年度末で約

16億3,000万円、令和７年12月補正

予算後においても約16億円を維持で

きる見込みであり、短期的な目標と

していた残高20億円に向かって、お

おむね順調に進んでいると考えてお

ります。 

 しかしながら、物価や人件費の高

騰、扶助費の増加、老朽化が進む公

共施設の維持管理等に伴う歳出の増

加が今後大きな影響を及ぼすものと

懸念しております。 

 このことから、令和８年度と令和

９年度の２か年にわたり、まずは徹

底的な事業の見直しを行い、歳出の

抑制を行う予定としております。 

 次に、財源確保の方策の検討につ

いてでございます。 

 歳入確保の取組として、寄附金の

拡大を検討してまいりました。企業

版ふるさと納税については、民間機

関との連携による取組を開始し、令

和６年度に350万円、令和７年度は

これまで20万円の寄附につながって

おります。 

 また、大阪・関西万博ＰＲ推進事

業においては、積極的な情報発信に

より、令和６年度に310万円、令和

７年度は現在のところ390万円の寄

附を頂いております。 

 また、ふるさと納税につきまして

は、返礼品の新規開発及び調達・配

送支援等の業務委託を大幅に見直し

たいと考えており、さらなる寄附金

の獲得に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、これらの取組を進めるため

の課題についてでございますが、人

口減少社会において、限られた財源

の中での財政運営を行うために、こ

れまで以上に歳入の確保と歳出の抑

制を実現する必要があります。市職

員に対しても、財政健全化について

理解を深め、一丸となって取り組む

体制を整えてまいります。また、ス

マートシュリンクという考え方を市

民に理解いただき、協力を得ること

も今後の重要な課題であると認識い

たしております。 

 次に、発展と継続を両立できる財

政構造の構築に向けた進捗につきま

しては、さらなる歳入の確保と歳出

の抑制に努め、市民満足度の向上と

財政健全化の両立を目指し、令和８

年度当初予算に反映できるよう、現

在、編成作業を進めているところで

ございます。 



○議長（田窪秀道） 加地企画部

長。 

○企画部長（加地和弘）（登壇） 

推進体制を明確にする必要性につい

てお答えいたします。 

 現在、営業本部を中心に、歳入確

保のための組織横断的な取組を進め

ているところでございます。さらな

る推進体制につきましては、今後の

財政状況を注視しながら検討してい

きたいと考えております。 

 次に、基本姿勢のかねについて、

今後検討すべき対策と道筋について

でございます。 

 歳出面におきましては、当初予算

編成作業を中心に、引き続き事業の

効果検証を通じた取捨選択の精査を

丁寧に進めるとともに、スマートシ

ュリンクに向けた公共施設の適正化

の検討を行ってまいります。 

 歳入面におきましては、ふるさと

納税、企業版ふるさと納税、ガバメ

ントクラウドファンディングなどの

寄附金について、継続的な安定財源

の確保に努めてまいります。 

 今後におきましても、市民に寄り

添う姿勢を忘れず、市民の声に耳を

傾けながら、先ほど申し上げました

取組を通じ、まずは令和７年度末の

財政調整基金残高20億円の確保を図

り、その後、30億円を目標に財政運

営を行い、発展と継続を両立できる

安定した財政基盤づくりに努めてま

いります。 

○議長（田窪秀道） 藤田福祉部こ

ども局長。 

○福祉部こども局長（藤田惠女）

（登壇） こども・子育て複合施設

整備事業をなぜ本年度に進めるの

か、精査した内容についてお答えい

たします。 

 子ども・子育て施策の機能強化を

図るため、令和５年４月にこども家

庭庁が創設され、令和６年度から市

町村においてこども家庭センターの

設置が努力義務となりました。 

 本市におきましては、令和６年４

月から市役所１階のこども未来課内

に、こども家庭センターすまいるス

テーションを設置しておりますが、

執務スペースや相談場所の不足、連

携体制に課題を抱えております。 

 さらに、令和９年度までには国が

定める設置基準を満たす必要があ

り、これらの課題に対応するために

は、子供、子育てに関する機能の集

約と連携強化が急務と考えていま

す。 

 財政面では、令和７年度から令和

11年度までの期間で策定している都

市再生整備計画の目標に沿うもの

で、都市構造再編集中支援事業補助

金等を活用することが可能であるこ

とから、本年度より整備を進める適

切なタイミングと判断したものでご

ざいます。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） 幾

つか質問させていただきます。 

 まず１つ目は、今、国会で補正予

算を審議していますが、重点支援地

方交付金というのが各地方自治体に

支給されます。昨日の副市長の答弁

で、補正予算が成立した後、速やか

に準備するという答弁がありました

が、政府は早期活用を促していま

す。経済を早く立て直すためなんで

すが、補正予算通過が目前であると

いうことを考えると、活用方法の検

討は既に進められているべきでない

かと思われます。この辺について、

もう少し詳しい進展、新居浜市の検

討結果をお聞かせください。 



 ２つ目は、少しテーマと外れるん

ですが、先ほど言いましたように、

介護関係はこれから財政を圧迫する

要因になると考えます。財政基盤の

確立の面から言うと、介護保険制度

の将来が、各市町村で、危惧されて

いると。2040年には、担い手不足と

介護給付費が膨張するというふうに

言われています。本市において、こ

の給付費の膨張がどういうふうに将

来影響するのか、それをどう捉えて

対策を立てようとしているのか、お

伺いします。 

 それと３つ目は、こども・子育て

複合施設なんですが、これが我々へ

の説明のときには、立地適正化計画

に基づいてやられているというふう

な説明がありました。先ほどの答弁

では、いろいろと市民の方の意見を

聞いているということなんですが、

昨年の答弁で、町の形をどうするか

は議会や職員の皆様と一緒に相談し

ながら市民との対話を深めて考えて

いくという答弁がありました。十分

な相談や市民との対話はあったの

か、また、令和７年３月に立地適正

化計画の改定版が出されています

が、この中で、こども・子育て複合

施設整備事業についてあまり記載さ

れてないんですが、どう評価して反

映しているのか、御説明ください。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。加地企画部長。 

○企画部長（加地和弘）（登壇） 

越智議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 重点支援地方交付金についてでご

ざいます。 

 現在、国会において補正予算審議

が始まっておりますが、本市といた

しましては、現在、国が示す具体例

を基に、市民の負担軽減と幅広い年

齢層を対象とした事業を念頭に調査

研究をいたしております。経費など

につきまして調べているところでご

ざいます。 

 早期の予算化に向けまして、年内

にはその方向性は出したいというふ

うに考えております。 

○議長（田窪秀道） 久枝福祉部

長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

越智議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 介護保険制度における介護人材の

担い手不足等からの給付費の増大な

どへの対策について、本市の取組と

いった御質問かと思います。 

 介護給付費の増大につきまして

は、長期的な給付費増大の抑制につ

ながりますように、健康長寿地域拠

点づくり事業などの介護予防やフレ

イル対策を積極的に推進いたしてお

ります。 

 また、要介護認定の適正化という

形で、介護費用適正化事業等の着実

な推進に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、介護保

険制度の根幹となる給付と負担のバ

ランス、それから介護報酬体系の在

り方というのは、国の制度設計に大

きく依存するような形になりますの

で、国の動向を注視しながら、市と

して適切な対応に努めてまいりたい

と思います。 

○建設部長（高橋宣行）（登壇） 

越智議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 立地適正化計画内における子育て

支援施設の位置づけということかと

思います。改定しました立地適正化

計画の中でも、この一宮町・繁本町

周辺地区においては、子育て支援セ



ンター、こども家庭センター等は、

都市機能誘導施設として位置づけて

おりますので、その上でそこには適

合していると考えております。 

○市長（古川拓哉）（登壇） 越智

議員さんの御質問にお答えをいたし

ます。 

 議会の皆さんや、また市民との対

話ということでありますが、まず市

民の皆様とは、タウンミーティング

や、また実際に子育て世代、また若

い世代にも、様々な機会を通じて御

意見や様々な提案をいただいておる

状況であります。議会の皆様にも議

案ができた段階で御提案をさせてい

ただいて、その都度、担当課も含め

まして御意見を聞いてきたというふ

うに思っております。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） 先

ほどの答弁を聞くと、重点支援地方

交付金にしても介護保険にしても、

何か具体的な検討はなかなか進んで

ないなという気がするんですが、私

だけの考えですかね。 

 それと、こども・子育て複合施設

にしても、こういうふうにやりたい

というのを、もっとやっぱり市民に

アピールしていかないといけないと

いうふうに思います。なかなかそれ

が浸透できていないんじゃないかと

いう危惧があります。この辺の進め

方については、またいろいろと考え

ていただきたいと思います。 

 今、西予市が、財政悪化で財政危

機脱却プランというのを出されてい

ると思います。これを他山の石とし

て、財政改革にもっと取り組むべき

だというふうに考えます。先ほど言

いましたように、箱物の整備はこれ

から特に留意が必要と考えます。留

意して市政運営に当たってくださ

い。 

 次に行きます。 

 しくみです。 

 しくみについては、デジタル技術

の活用と、市民サービス向上につな

がる業務改善に取り組むことが、ま

ず重要としています。デジタル技術

の活用は業務の効率化を推進し、職

員の生産性向上や負担軽減につなが

るほか、人件費の削減にも寄与でき

る可能性があり、ひいては財政基盤

の改善にも効果があると考えます。

そのためには、トップから強い意気

込みと宣言が必要であり、組織の活

性化を図らねばなりません。一般的

には、多くの組織は現状維持の姿勢

を取りやすく、デジタル化の妨げに

なると言われています。挑戦的な職

員を育て、デジタル化の道を進ませ

るのはトップの役目であると考えま

す。 

 新居浜市は令和３年４月に新居浜

市デジタル・トランスフォーメーシ

ョン（ＤＸ）推進計画を策定し、そ

の後、令和６年４月に改訂版を発行

し、デジタル化の取組を強化してき

ました。また、令和５年には生成Ａ

Ｉ試験運用も開始しており、デジタ

ル化の取組は、決して後れを取って

いるわけではありません。一部では

成果も出ており、オンライン申請な

どの市民対応や、おくやみコーナー

の開設、また、庁内では文書管理や

電子決裁システムの開始、会議音声

文字変換システムなど、実績は上が

っています。 

 しかし、他市に比べ、その活動実

績は低いと言わざるを得ません。例

えば備品調達システムや入札業務へ

の応用、行かない・書かない窓口へ

の取組、法定書類への活用など、多



くの市町が取り組んでいるデジタル

化があまり進んでいないのが実情で

す。しくみの強化を取り上げる施政

方針として、まず市のデジタル化に

対してどのような認識をお持ちなの

か、お伺いします。 

 また、市のデジタル化の課題をど

のように捉え、その上でどのような

強化策をこの１年推進してきたの

か、これからの進め方について御見

解があればお伺いします。 

 さらに、生成ＡＩの活用は、今後

大きな変革をもたらすことが推測さ

れます。現状、チャットＧＰＴチー

ムによる研修やガイドラインの見直

し、専用ＧＰＴの開発などを行って

いますが、まだ十分とは言えないの

ではと思われます。ＡＩに関するこ

れまでの成果として、職員の利用割

合はどのようか、業務時間の削減効

果などについて分析、評価している

か、効果が出ているとすればどの程

度か、また、研修への参加人数はど

の程度か、さらに、今後の市民サー

ビスへの応用はどのように考えてい

るかなど、お伺いします。 

 新しいシステムの導入は、活用か

ら成果が上がるまで時間がかかり、

粘り強く対応することが必要である

と考えます。いかに職員に活用して

もらうか、さらなる意気込みが必要

です。 

 このほか、ノーコードツールの活

用も始まっています。先日のノーコ

ード宣言シティー認定を受け、市民

サービスの向上や業務の効率化を進

めたいと発言されておられますが、

どのような体制で、また、今後どの

ような活用方法と取組強化を予定さ

れているのか、お伺いします。 

 特に、庁内の生産性向上と財政基

盤の改善に効果が期待できるデジタ

ル技術の活用を進めるために、来期

の予算編成に向けてどのように対応

されるのか、お考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。赤尾副市長。 

○副市長（赤尾禎司）（登壇） し

くみについてお答えいたします。 

 まず、市のデジタル化の認識につ

いてでございます。 

 急激な人口減少や少子高齢化によ

り、限られた人員でも行政サービス

の質を維持、向上させていくために

は、デジタル技術の活用、いわゆる

ＤＸの推進が不可欠であり、業務の

効率化や職員の負担軽減、市民サー

ビスの充実などにつながるものと考

えております。 

 次に、この１年に推進してきた強

化策と、これからの進め方について

でございます。 

 ＤＸの推進につきましては、全職

員がＤＸの意義を理解し、自らの業

務に活用する意識を持つことが不可

欠であり、意識改革と人材育成が大

きな課題であると捉えております。 

 このようなことから、全職員を対

象に、情報セキュリティー研修を実

施するとともに、各課から選抜した

職員に対し、デジタルリテラシーの

基礎を学ぶｅラーニングを行ってま

いりました。 

 また、愛媛県が実施するデジタル

人材シェアリング事業を活用し、県

内のＤＸ担当者との情報共有や外部

専門官からの助言を受けることで、

実践的な知識の獲得や最新の動向把

握に努めてまいりました。 

 今後におきましては、人材育成基

本方針の見直しを今年度中に行い、

デジタル社会に対応した人材育成の

強化を盛り込む予定でございます。 



 今後は、組織のトップによる明確

な方針の下、ＤＸを牽引するリーダ

ーの育成や、実務に根差した研修の

強化などを通じて、組織全体でのデ

ジタル活用の定着を図り、持続可能

な行政運営を目指してまいります。 

 次に、生成ＡＩの活用についてで

ございます。 

 職員の生成ＡＩの利用割合と分析

につきましては、約４割の職員が日

常業務の中で生成ＡＩを利用してい

る状況で、特に文書作成や企画案の

作成などでの活用が多く、利用職員

からは、作業時間をおおむね５割程

度削減できたとの意見も寄せられて

おり、一定の効果が確認されており

ます。 

 次に、研修参加人数につきまして

は、生成ＡＩ活用に関する研修を４

回実施し、延べ約150名の職員が受

講しております。 

 次に、今後の市民サービスへの応

用についてでございます。 

 生成ＡＩの活用は、庁内業務の効

率化にとどまらず、市民サービスの

高度化にも大きな可能性がありま

す。例えば、市民からの問合せへの

自動応答、申請手続の支援、相談業

務の一次回答など、行政サービスの

利便性向上につながる分野での活用

が期待されております。 

 今後とも、安全性と信頼性の確保

を前提に、先進事例や技術動向をし

っかりと見極めながら、生成ＡＩの

有効活用を進め、効率的な行政運営

と質の高い市民サービスの実現に取

り組んでまいります。 

 次に、ノーコードツールの活用に

ついてでございます。 

 本市では、ノーコードツールを活

用した業務改善を重要な取組と位置

づけており、現在、選挙事務におけ

る情報管理や関係機関との連携を効

率化するシステムを構築し、運用を

開始しております。こうした実績を

踏まえ、今後は他の業務分野への展

開を図ってまいります。そのための

体制といたしましては、職員がノー

コードツールを効果的に活用できる

よう、操作研修の実施に加え、庁内

での支援体制の構築や相談対応体制

の強化を進めております。また、実

際の導入に当たっては、各課からの

課題提案を基にノーコードツールの

活用を進め、現場主導で業務改善が

進む環境を整えてまいります。 

 次に、来年度予算編成に向けた対

応についてでございます。 

 デジタルツールの導入効果を高め

るため、必要なライセンスの確保

や、より活用しやすいデジタル環境

の整備を進めており、来年度予算編

成において、必要に応じ、予算措置

を講じてまいります。 

○議長（田窪秀道） 越智克範議

員。 

○１４番（越智克範）（登壇） 新

居浜市では、施政方針の中でも書か

れているんですが、地域産業のＤＸ

を推進するという意味で、ＩｏＴ推

進ラボというのを強化していくとさ

れています。 

 西条市では、３か年計画で、約３

億円をかけて市内の中小企業の生産

性向上を目指すというふうにプレス

で発表されています。新居浜市のこ

のＩｏＴ推進ラボというのは、具体

的にどういうふうに取り組まれてい

るのか、ＤＸの推進についてお伺い

します。 

 また、先ほどちょっと答弁でも触

れられていましたが、外部人材の活

用を図るというふうに言われていま

す。もう少し具体的に、活用の実績



とかその成果についてお伺いしま

す。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。藤田経済部長。 

○経済部長（藤田清純）（登壇） 

越智議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 ＩｏＴ推進ラボ実施事業における

中小企業等に対する支援の取組内容

についてということだったと思いま

す。 

 新居浜市といたしましては、主な

支援内容につきましては、ＤＸに係

る個社支援、ノーコード活用セミナ

ーや企業のＤＸの取組の機運醸成に

関するフォーラム等を実施いたして

おります。 

 また、デジタル技術を活用した起

業家育成支援を通じたデジタル人材

の育成などにも取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 成果といたしましては、市内企業

に対し、導入からフォローアップま

で支援し、各社の生産性の向上に寄

与したものと考えております。 

 また、フォーラム等の参加者から

は、講演が参考になった、デジタル

ツールの資料を頂きたいなどの声も

いただいております。意識の醸成に

つながったものではないかと考えて

おります。 

 今後も、市内企業への導入支援

や、セミナー及びフォーラムの開催

等を通じて、デジタル人材の育成を

進めてまいります。 

○議長（田窪秀道） 赤尾副市長。 

○副市長（赤尾禎司）（登壇） 越

智議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

 外部人材の活用と、その成果とい

う御質問にお答えいたします。 

 外部人材の活用ということで、愛

媛県のデジタル人材シェアリング事

業というのを先ほど答弁で申し上げ

たんですけども、その中で３名のデ

ジタル専門官と県内の各市町のＤＸ

の担当職員が連携し、ワークショッ

プや個別支援を通じてデジタル推進

リーダーの育成とか課題解決に向け

た助言、情報提供を行っており、各

市町ではテーマを設定した上で、月

１回程度の継続的な支援を受けてお

るところでございます。 

 本市におきましては、この生成Ａ

Ｉの活用方法とかノーコードツール

の導入などといった分野で、具体的

な助言とか事例紹介を受けて、実際

に生成ＡＩの導入など、成果にもつ

ながっております。 

 また、事業の一環として実施され

る専門的な研修にも職員が参加して

おり、より実践的かつ高度な知識の

習得に役立っているところでござい

ます。 

○１４番（越智克範）（登壇） 先

ほどの答弁をお聞きすると、まだま

だＤＸに関する推進は、新居浜市で

は十分でないんじゃないかと思われ

ます。セミナーや研修だけではなく

て、実際の業務に成果が出るよう

に、これからも推進していただきた

いと思います。 


